
漁業法等の一部を改正する等の法律案の概要

漁業は国民に対し水産物を供給する使命を有しているが、水産資源の減少等により生産量や漁業者数
は長期的に減少傾向。他方、我が国周辺には世界有数の広大な漁場が広がっており、漁業の潜在力は
大きい。
適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるため、資源管理措置並びに漁業許可及び免許制
度等の漁業生産に関する基本的制度を一体的に見直す。

趣 旨

（１）新たな資源管理システムの構築

科学的根拠に基づき目標設定、資源を維持回復

【資源管理の基本原則】

・資源管理は、資源評価に基づき、漁獲可能量(TAC)による

管理を行い、持続可能な資源水準に維持・回復させること

が基本。

・ＴＡＣ管理は、個別の漁獲割当て（ＩＱ）による管理が基本。

（ＩＱの準備が整っていない場合、管理区分における漁獲

量の合計で管理）

【漁獲可能量（ＴＡＣ）の決定】

・農林水産大臣は、資源管理の目標を定め、その目標の

水準に資源を回復させるべく、漁獲可能量を決定。

【漁獲割当て（ＩＱ）】

・農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲実績等を勘案

して、船舶等ごとに漁獲割当てを設定。

・割当量の移転は、船舶の譲渡等、一定の場合に限定。

競争力を高め、若者に魅力ある漁船漁業を実現

・漁船の安全性、居住性等の向上に向けて、船舶の規模に

係る規制を見直し。

・許可体系を見直し、随時の新規許可を推進。

・許可を受けた者には、適切な資源管理・生産性向上に係る

責務を課す。漁業生産に関する情報等の報告を義務付け。

（３）養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度
の見直し

水域の適切・有効な活用を図るための見直しを実施

【海区漁場計画の策定プロセスの透明化】

・都道府県知事は、計画案について、漁業者や漁業を営も

うとする者等の意見を聴いて検討し、その結果を公表。

・知事は海面が最大限に活用されるよう漁業権の内容等を

海区漁場計画に規定。

【漁業権を付与する者の決定】

・既存の漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用している場

合は、その者に免許。既存の漁業権がない等の場合は、

地域水産業の発展に最も寄与する者に免許。（法定の優

先順位は廃止）

【漁場の適切・有効な活用の促進】

・漁業権者には、その漁場を適切・有効に活用する責務を

課すとともに、漁場活用に関する情報の報告を義務付け。

【沿岸漁場管理】

・漁協等が都道府県の指定を受けて沿岸漁場の保全活動

を実施する仕組みを導入。

（４）漁村の活性化と多面的機能の発揮

国及び都道府県は、漁業・漁村が多面的機能を
有していることに鑑み、漁業者等の活動が健全に
行われ、漁村が活性化するよう十分配慮。

（５）その他
・海区漁業調整委員会について、漁業者代表を中心とする

行政委員会との性質を維持。漁業者委員の公選制を

知事が議会の同意を得て任命する仕組みに見直し。

・密漁対策のため罰則を強化。

漁業法の改正（※海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（ＴＡＣ法）を漁業法に統合）

○水産改革に合わせた漁協制度の見直し

販売のプロの役員への登用、公認会計士監査の導入等により事業・経営基盤の強化を図る

水産業協同組合法の改正

（１）新たな資源管理システムの構築

（２）生産性の向上に資する漁業許可制度の
見直し

（３）養殖・沿岸漁業の発展に資する海面
利用制度の見直し

（４）漁村の活性化と多面的機能の発揮

（５）その他
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